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議案第54号 平成30年度日田市一般会計補正予算教育費について 

議案第55号 教育に関する事務の管理及び執行状況についての 

点検及び評価報告書について 

 議案第56号 日田市民文化会館の指定管理者の指定について 

報告第16号 平成30年10月期寄附採納について 

報告第17号 旧日田市立赤石小学校の屋内運動場等の取り壊しに

ついて 
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皆さん、こんにちは。それでは、ただいまから１１月定例教育委

員会を開催いたします。 

まず、前回の議事録の確認でございますが、１０月定例教育委員

会の議事録について、変更はございませんでしょうか。（「ありま

せん」と呼ぶ者あり） 

御了解いただきましたら、本会議終了後に御署名をお願いいたし

ます。 

続きまして、教育長の報告事項でございますが、お手元に配付し

ております資料により報告にかえさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

それでは、早速議事に入りたいと思います。 

まず、議案第５４号について、説明をお願いいたします。 

 

議案集の１ページでございます。議案第５４号、平成３０年度 

日田市一般会計補正予算教育費についてでございますが、別冊１を

お願いいたします。表紙を１枚開いていただきまして、今回、１２

月補正の主なものといたしまして、ナンバー２の恐竜展開催事業、

これは、国立科学博物館の御好意によりまして、復興支援として恐

竜展の開催を依頼されたもので、関連予算をお願いするものでござ

います。 

また、ナンバー３の国際スポーツ大会事前キャンプ地誘致推進事

業につきましては、日本フェンシング協会から、ジュニアのカデ

キャンプの依頼がありましたので、関連予算をお願いするものでご

ざいます。 

このほか、ナンバー１、ナンバー４、ナンバー５の施設管理費に

つきましては、燃料費の高騰によるもの、また、修繕料の増額が主

なものでございます。 

その下の債務負担行為要求書でございますが、これは議案第５６

号とも関連いたしますが、日田市民文化会館「パトリア日田」を 

平成３１年度から５年間、指定管理を行うに当たり債務負担行為を

行うものでございます。 

詳細につきましては、教育総務課から説明を申し上げます。 

 

それでは、議案第５４号、平成３０年度日田市一般会計補正予算

教育費について、別冊１の資料で御説明いたします。 

まず、平成３０年度１２月補正の概要についてでございます。 

別冊１の１ページをお願いいたします。 

ナンバー１、淡窓図書館管理費でございます。灯油単価の高騰等

により、燃料費及び光熱水費が当初の見込みを上回り、予算不足と
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なりますことから、右側の補正内訳の欄のとおり、燃料費９５万 

７,０００円、光熱水費２２万１,０００円の合計１１７万８,０００

円の追加補正をお願いするものでございます。財源につきまして

は、全て一般財源でございます。 

続きまして、２ページをお願いいたします。 

ナンバー２、恐竜展開催事業でございます。昨年の九州北部豪雨

被害を受けた日田市への復興支援の一環として、平成３１年３月 

１６日から約２か月間、国立科学博物館と連携した恐竜展を開催す

るため、必要な経費の補正をお願いするものでございます。 

補正の内訳につきましては、右側の補正内訳の欄のとおり、  

賃金、旅費、委託料などの関係経費でございまして、合計１３８万

４,０００円でございます。この財源につきましても全て一般財源で

ございます。 

続きまして、その下の３ページをお願いいたします。 

ナンバー３、国際スポーツ大会事前キャンプ地誘致推進事業でご

ざいます。日本フェンシング協会から、サーブルのジュニア・カデ

キャンプの受け入れについて、依頼がありました。これまでの 

フェンシングキャンプ受け入れの実績が高く評価されたものでござ

いまして、東京オリンピック開催に向けた機運の醸成が図られる 

事業となりますことから、キャンプ受け入れに係ります経費の追加

補正をお願いするものでございます。 

補正の内訳につきましては、右側の補正内訳の欄のとおり、消耗

品１０万円、通信運搬費１６万円、使用料及び賃借料９７万３,００

０円の合計１２３万３,０００円でございます。財源内訳は、全て 

一般財源でございます。 

続きまして、４ページをお願いいたします。 

ナンバー４、学校給食センター管理費でございます。灯油単価の

高騰や修繕件数の増加によりまして、学校給食センターの燃料費、

光熱水費及び修繕料が当初の見込みを上回りましたことから、  

右側の補正内訳の欄のとおり、燃料費３９２万８,０００円、光熱水

費５９万２,０００円、修繕料１２４万４,０００円の合計５７６万

４,０００円の追加補正をお願いするものでございます。財源は、 

全て一般財源でございます。 

次に、その下のナンバー５、学校給食調理場管理費でございま

す。灯油単価の高騰等により、各共同調理場の燃料費及び光熱水費

が当初の見込みを上回り、予算不足となりますことから、燃料費 

４８万８,０００円、光熱水費３１万５,０００円の追加補正をお願

いするものでございます。また、大山学校給食共同調理場の給湯 

ボイラーが故障したことによりまして、修繕料３１３万２,０００円
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教 育 長 

の追加補正をお願いするものでございます。この事業につきまして

も、全て一般財源でございます。 

以上が、今回の補正の内容でございます。 

続きまして、その下の５ページ、債務負担行為要求書についてで

ございます。 

この後、議案第５６号で説明させていただきます日田市民文化会

館につきましては、現在の指定管理の期間が今年度末までで終了と

なりますことから、新たに平成３１年度からの５年間の指定管理者

を指定するに当たりまして、その財源措置として指定管理料の限度

額７億３,３９６万８,０００円の設定を行うものでございます。 

６ページから７ページには、歳出の明細書を記載しております。 

１２月補正の総額につきましては、１,３４９万４,０００円と

なっております。 

議案第５４号、平成３０年度日田市一般会計補正予算教育費に 

つきましては、以上でございます。 

 

議案第５４号についての説明がありましたが、御質疑等はござい

ますでしょうか。 

 

ナンバー２の恐竜展の件ですが、大変ありがたいことだと思いま

す。この補正予算は、今年度に日田市側で必要となる費用というこ

とだと思います。年度が変わるので。先方が展示物等を持ち込んで

展示するなどの費用も必要となると思いますが、この事業全体の費

用がわかれば、教えていただければと思います。 

 

今回の補正予算につきましては、平成３０年度の分ということに

なります。来年度の４月１日から終了する５月１２日までの委託等

の経費につきましては、新年度の予算となります。 

また、標本や化石等の運搬につきましては、全て国立科学博物館

側の支出となりますので、その分の経費については、資料をいただ

いておりませんので全体の経費はわかりませんが、市が負担する分

について今回補正をお願いするものでございます。。 

恐竜展につきましては、先に大分市の大分県立美術館で小さな展

示が行われます。その後、日田市のほうに移動しての開催となりま

す。運搬や設置の費用等は、全て国立科学博物館側が負担する予定

です。市の負担は、恐竜展開催を周知するポスター、チラシ等の作

成や開催期間の警備関係の費用等となります。 

 

よろしいですか。どういうものが展示されるかなど、少し事業の
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詳しい説明をお願いします。 

 

コラボミュージアムと申しまして、国立科学博物館が経費を負担

して、出張で展示していただくというものでございます。 

主な内容としまして、大型恐竜、タルボサウルスという全長骨格

が７メートルから８メートルの標本や恐竜などの化石の展示、それ

から実際に触ることができる化石を持ってきますので、来場者の方

に化石とはこんなものということを感じていただけると思います。 

また、子供たちが描いた絵を壁に写して体験できるというコー

ナーや自分たちで柔らかい素材で化石を作る、化石のレプリカ作り

などを予定しています。 

会場は、アオーゼの１階から３階までを使いまして、１階に大き

な恐竜の骨格標本を展示します。２階には化石等の展示物、そして

３階の特別展示室では、子供たちが体験するコーナーなど、現在、

企画しているところでございます。 

 

ありがとうございます。ほかにございますか。 

 

展示フロアだけではなくて、施設全体を使用するんでしょうか。 

 

はい。３階を全部使います。 

 

東京の上野の国立科学博物館の恐竜展には、私は何度か行ったん

ですが、今回の恐竜展もすごいと思います。このポスターとかは、

もうでき上がっているんですか。 

 

予算が市議会で承認されましたら、早めに作成したいと思ってい

ます。 

 

これは、子供たちにとっては、とてもいい、滅多にできない体験

ができると思います。 

ほかにございますか。よろしいですか。 

 

もう一点質問です。 

ナンバー３のフェンシングキャンプについても大変ありがたいこ

とだと思います。これは、五泊六日くらいで日田市に滞在されると

いうことなんでしょうか。余り大きな予算ではないし、使用料・賃

借料というのは、体育館の使用料が大きいんでしょうか。旅費や宿

泊費は、フェンシング協会が負担するんでしょうか。 
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体育保健課でございます。今回のキャンプにつきましては、日本

フェンシング協会の主催となっておりまして、出身地から日田まで

の旅費等につきましては、フェンシング協会の負担で、日田市での

滞在はビジネスホテルになっておりますが、その滞在費もフェンシ

ング協会の負担となっております。 

今回、予算の補正をお願いしておりますのは、福岡空港から日田

市までの送迎バス、それから宿泊施設からフェンシング会場であり

ます総合体育館までのバスの借り上げ料、それから体育館の暖房使

用料、照明使用料及び賃借料というものであります。 

それから、器材のほうで、ピストという電気を通すマットでござ

いますが、このピストと審判器を大分県から借り上げるようにして

おりまして、その借上料、それから記念品等の消耗品で必要経費と

いうことで計上させていただいております。 

以上でございます。 

 

フェンシングキャンプについて、よろしいですか。 

フェンシングは３種類の種目がありましたね。サーブル、それか

らエペ。 

 

そうですね。３種類ですね。３つほど種目があって、エペとサー

ブルとフルーレです。 

今回のキャンプは、サーブルの高校生だけを選出したジュニア

の、次の世代のキャンプです。 

 

サーブルは、上半身がポイントになるというルールでしたよね。 

 

そうです。サーブルは、上半身全てが有効面となっており、攻撃

権があるときにポイントになるというような競技になります。 

 

フェンシングは、見た感じは、ほぼ同じように見えるんですが、

種目によってルールが少し異なるということがあります。ありがと

うございました。 

ほかに御質疑等はありますでしょうか。よろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

それでは、議案第５４号につきましては、原案のとおり可決して

もよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、議案第５４号、平成３０年度日田市一般会計補正予算

教育費については、原案のとおり可決といたします。 

続きまして、議案第５５号について説明をお願いします。 
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議案集の２ページをお願いいたします。 

議案第５５号、教育に関する事務の管理及び執行の状況について

の点検及び評価報告書についてでございます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づきまし

て、報告書を作成し、報告するものでございます。 

教育総務課から御説明を申し上げます。 

 

私から、議案第５５号について説明を申し上げます。 

議案集の２ページ目と別冊資料をご覧ください。 

この点検及び評価報告書の概要につきましては、８月の外部評価

員の先生方３名を交えての説明会を行いました。また、１０月の定

例教育委員会では、評価員の先生方からいただきました、評価の内

容を教育委員の皆様に説明をさせていただいたところでございま

す。 

今回、その最終案が完成いたしましたので、本日、御議決をいた

だければ、この報告書を平成２９年度対象事業の報告書とさせてい

ただきます。 

そして、１２月市議会定例会の教育福祉委員会で御報告をさせて

いただき、その後、日田市のホームページで公開する予定でござい

ます。 

内容につきましては、１０月の定例教育委員会で説明させていた

だいておりますので、割愛させていただきます。 

以上でございます。 

 

議案第５５号についての説明でございますが、先月、議題として

上がっておりましたが、何か御質疑等ございますか。 

よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）最終案として御承認

をいただいたら、市議会の教育福祉委員会に報告し、その後、ホー

ムページに掲載をするということでございます。 

よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、議案第５５号につきましては、原案のとおり可決して

もよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

議案第５５号、教育に関する事務の管理及び執行の状況について

の点検及び評価報告書については、原案のとおり可決といたしま

す。 

続きまして、議案第５６号について説明をお願いします。 

 

議案集の３ページをお願いいたします。 

議案第５６号、日田市民文化会館の指定管理者の指定についてで
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ございます。 

先ほど、議案第５４号の補正予算の債務負担行為のところで少し

触れさせていただきましたが、日田市民文化会館の管理を行わせる

指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

社会教育課から御説明を申し上げます。 

 

日田市民文化会館の指定管理者の指定についてでございます。 

公の施設の名称は日田市民文化会館、指定管理者につきまして

は、東京都港区虎ノ門二丁目２番５号、名称が株式会社ケイミック

スパブリックビジネス、代表取締役、橋本鉄司。指定の期間は、 

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まででございます。 

日田市民文化会館の管理を行わせる指定管理者を指定したいの

で、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を

求めるものでございます。 

以上でございます。 

 

それでは、議案第５６号について、御質疑等はございますでしょ

うか。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

議案第５６号、日田市民文化会館の指定管理者の指定について

は、原案のとおり可決してもよろしいでしょうか。（「はい」と呼

ぶ者あり） 

それでは、議案第５６号は原案のとおり可決といたします。 

議案は、以上でございます。 

続きまして、報告事項に移ります。 

報告第１６号について説明をお願いいたします。 

 

それでは、議案集の４ページをお願いいたします。 

報告第１６号、平成３０年１０月期分の寄附採納についてでござ

います。 

まず、地区寄附の採納が１件でございまして、三和小学校育友会

様から三和小学校へ、タブレットパソコン２台、デジタルカメラ３

台など、１５万１,１６０円相当を御寄附いただいております。 

次に、一般寄附の採納が１件となっておりまして、公益社団法人

日本一輪車協会様から、朝日小学校へ一輪車１０台、１６万円相当

を御寄附いただいております。 

日本一輪車協会は、例年、全国２００の小学校に２,０００台の一

輪車を寄贈されておりまして、今年は大分県を通じまして、日田市

内の小学校から１校の推薦依頼があったものでございます。 
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教 育 長 

 

 

 

 

教 育 総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

諌 本 教 育 長 

職 務 代 理 者 

 

１０月につきましては、以上の２件、物品相当額３１万１,１６０

円相当の御寄附をいただいております。 

報告第１６号につきましては、以上でございます。 

 

報告第１６号について、御質疑等はございませんでしょうか。よ

ろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、続きまして、報告第１７号について説明をお願いいた

します。 

 

報告第１７号、旧日田市赤石小学校の屋内運動場等の取り壊しに

ついてでございます。 

議案集の５ページをお願いいたします。 

所在につきまして、日田市前津江町１０８番地。施設概要につき

ましては、屋内運動場、昭和５４年１月建築で、鉄骨造２階建て 

５３９平米、それからプール専用附属室、昭和６３年３月建築で、

鉄骨造の１階建て、１２平米でございます。 

取り壊しの施設につきましては、今、申しました施設概要の全て

でございまして、６ページの平面図の赤色の部分が対象となりま

す。それから７ページに写真を掲載しておりますので、ご覧くださ

い。 

取り壊しの理由としましては、旧赤石小学校が、児童数の減少に

より平成２４年３月末に閉校し、大野小学校、出野小学校と統合し

たことにより廃校となりました。廃校後の学校跡地活用策は、地域

住民と市で検討した結果、前津江町の地場企業である有限会社川津

食品への無償貸与を決定し、校舎については、平成３０年４月１日

から無償貸与を行っております。屋内運動場などにつきましては、

解体し、その後、駐車場としての利用を予定しているところでござ

います。 

取り壊し年月は、平成３０年１２月からということで、工期とし

ましては、今年度末を予定しているということでございます。 

以上でございます。 

 

報告第１７号につきまして、御質疑等はございますか。よろしい

ですか。 

今年度中で、取り壊し予定であるということですね。 

 

グラウンドの利用は、どうされているんですか。 
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教 育 総 務 課 長 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

教 育 総 務 課 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

永 山 委 員 

 

 

 

 

 

社 会 教 育 課 長 

 

永 山 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

社 会 教 育 課 長 

 

地元で使っています。普通財産として移管しています。 

 

ほかにございますか。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あ

り） 

それでは、報告事項は、以上で終わらせていただきます。 

その他に移ります。 

１２月の定例教育委員会の日程について、提案をお願いします。 

 

１２月の定例教育委員会の日程でございます。１２月２０日木曜

日、勉強会が１３時３０分から、定例教育委員会が１５時からとい

うことでお願いいたしたいと思います。 

 

１２月の定例教育委員会の日程が１２月２０日木曜日、１時半か

らが勉強会で、３時から定例の教育委員会ということでございます

が、よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、そのように日程をお願いします。 

その他で何かございますか。 

 

すみません。議案第５６号の日田市文化会館のことなんですが、

この指定管理者については、よくわかりました。 

一つお聞きしたいんですが、施設の利用規約を変更するに当たっ

ては、市の管理のもとに変更が行われるものなのか、この指定管理

者の判断で変更が行われるものなのでしょうか。 

 

全て市のほうで行います。 

 

最近変わったのかなと思うことがありまして、そこを確認したい

んですが、以前は、パトリア日田の前で、例えば東部中の生徒さん

が、東日本大震災の寄附のための募金をしていたのが、今回、学校

関係の行事で、生徒が募金活動をしようとしたら、パトリアの敷地

内では一切募金行為を禁止に変わりましたという返事がありまし

た。それは、どこの管轄かというのもよくわからなかったのが一つ

と、生徒さんのそういう募金に限っては特例はできないものかと

思ったので、ちょっとお聞きしたわけなんですけど。 

 

答えられますか。 

 

確認させていただきたいと思います。申しわけございません。 
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永 山 委 員 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

永 山 委 員 

 

 

 

 

教 育 長 

 

永 山 委 員 

 

 

 

 

社 会 教 育 課 長 

 

教 育 長 

 

 

永 山 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

いいえ、すみません。急に質問したので。やはりその営利目的と

か、身元のわからない人がする募金活動は、当然、お断りしている

だろうと思うんですが、学校の行事に関連して、保護者の方も生徒

さんも募金活動には協力したいと思うので、もし学校であれば認め

ることができるのであれば、再考していただきたいと思って発言し

ました。お願いします。 

 

先々週ごろに東部中の生徒さんが、この市役所の前で募金活動を

されていたんですが、断れられたのはそのことでしょうか。 

 

いえ、以前、育友会の行事の時も東部中の生徒さんがパトリアの

前で活動していたので、以前はできていたのは確かだと思うんです

が、別の学校の学校行事のときに、生徒さんが募金活動をしたかっ

たのが、だめだと言われたそうです。 

 

だめだと言われたんですね。 

 

はい。規約が変わったという返事だったのですが、学校行事だっ

たらいいのではないかと思ったので。そう簡単なものではないと思

うんですけど、その根拠になる規約を知りたいので、今度教えてく

ださい。 

 

わかりました。 

 

それでは、担当課のほうで確認しまして、また委員さんにお知ら

せするということで、よろしいですかね。 

 

ありがとうございます。 

 

ほかにございませんか。 

なければ、以上で、１１月の定例教育委員会を終了したいと思い

ます。お疲れさまでした。 

 

 

終了時刻：午後３時３３分 
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